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【問合わせ・提出先】西原町人材育成会 （西原町教育委員会  教育総務課内） ☎945-3655

令和４年度 西原町人材育成会 学資金貸費生募集！
西原町人材育成会では、町の発展に寄与する人材の育成を目的として、町内に住所を有する者又はその者の子弟のう
ち、優秀な学生・生徒で経済的理由により修学困難な者に対し、無利子で学資金を貸与します。

【返還の免除】 令和4年度から改正
保育士養成学校等で保育士の資格を取
得し、町内の施設で保育士として3年間働
いた場合は、学資の返還の免除ができます。
詳細は町ＨＰをご覧ください。

【受付期間】
令和４年３月１日（火）～３１日（木）までに本会へ必着
※平日の８時30分～12時、13時～17時15分
※応募書類等は町ＨＰからダウンロードできます。

【採用予定人数及び貸与月額】

注）①学校教育法で定める学校（海外大学は法と同等の教育課程をもつ学校）
     ②児童福祉法で定める知事の指定する保育士を養成する学校等

１０，０００円
１０，０００円
３０，０００円
１０，０００円
３０，０００円
３０，０００円
４０，０００円
４０，０００円

県内高等学校
高等専門学校（１～３年次）
 　　（４～５年次）
専修学校（高等専修学校）
　　　　（専門学校）
県内大学（大学院、短大含む）
県外大学（　　　 〃　 　　  ）
海外大学

若干名

文教のまち「西原町教育の日」 ２月５日

太枠：都市計画変更箇所
白色：市街化調整区域
色付：市街化区域

①幸地 地区

④兼久 地区

②翁長・呉屋・津花波 地区

③小波津・桃原
　安室 地区

⑤内間・掛保久
　小那覇 地区

都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第1項及び2項の規定により、次の都市計画原案に関する縦覧及び公聴会を都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第1項及び2項の規定により、次の都市計画原案に関する縦覧及び公聴会を
開催します。開催します。

なお、都市計画原案の区域内において法律上の利害関係を有する者は、西原町長に公述を申し出ることができます。なお、都市計画原案の区域内において法律上の利害関係を有する者は、西原町長に公述を申し出ることができます。
なお、公述の申出が無い場合等は公聴会の開催を中止します。なお、公述の申出が無い場合等は公聴会の開催を中止します。

西原町長　西原町長　崎 原  盛 秀崎 原  盛 秀
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用途地域の変更・地区計画の変更　(町決定) 区域区分の変更　(県決定)
開催日及び期間 時　間 場　所 開催日及び期間 時　間 場　所

意見を聴こう
とする都市計
画原案の内容

○那覇広域都市計画用途地域の変更（那覇北中城沿道幸地地区　外4地区） 
○那覇広域都市計画地区計画の変更（内間・掛保久地区）※意見書の提出 ○那覇広域都市計画区域区分の変更（那覇北中城沿道幸地地区　外4地区）

縦　覧
令和4年3月25日（金）から 
令和4年4月 8日（金）まで

午 前9時 か ら 
午後5時まで 西原町役場 都市整備課 令和4年3月25日（金）から 

令和4年4月 8日（金）まで
午 前9時 か ら 
午後5時まで

沖縄県都市計画・モノレール課 
西原町役場 都市整備課

※土日祝日と正午から午後1時までを除く。

公述の 
申出方法

用途地域の変更： 
令和3年4月 8日（金）までに公述申出書を提出してください。(所定の様式) 令和3年4月 8日（金）までに 

公述申出書を提出してください。(所定の様式)地区計画の変更： 
令和3年4月15日（金）までに意見書を提出してください。(所定の様式)

公聴会 令和4年4月19日（火） 午後3時から 西原町民交流センター 中ホール 
（保健センター） 令和4年4月15日（金） 午後7時から 沖縄県市町村自治会館

問合先 西原町役場　都市整備課　都市計画係 
TEL:098-945-4496

沖縄県都市計画・モノレール課 
TEL:098-866-2408

西原町役場　都市整備課　都市計画係 
TEL:098-945-4496

※上記は予定日時であり、決定日時についてはHPにてお知らせします。

毎年２月の第１土曜日を「西原町教育の日」と定め、教育に対する意識と関心を一層高めて「文教のまち西原」の充実を図る
ことを目的に「第１６回西原町教育の日」が２月５日に開催されました。実践事例発表では、西原東小学校の「ＧＩＧＡスクー
ル等の取り組み」について、また、森

もり
川
かわ

敦
あつ

子
こ

氏（株式会社奏
か

音
のん

代表取締役、作業療法士）による「気になる児童生徒への学校や
保護者の関わり方・またその連携について」をテーマとした講演が行われました。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、下記の児童生徒の善行賞・スポーツ文化優良賞の表彰は、各学校において伝達表彰が行われました。

那覇広域都市計画の変更の『原案の縦覧及び公聴会』について（公告）

最新情報はこちら
▼
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令和３年度  西原町表彰者一覧

名幸　好光
西原町字我謝在

糸数　善昭
西原町字小波津在

金秀グループ
（会長 呉屋守將） 
那覇市旭町112番地の1
 
三和金属株式会社
（代表取締役社長 具志堅一真）
浦添市勢理客4-21-7

新中糖産業株式会社
（代表取締役社長 上原周夫）
西原町字小那覇628番地の1

太陽石油株式会社
（代表取締役社長 岡 豊）
東京都千代田区内幸町2-2-3
日比谷国際ビル15階

南西石油株式会社
（代表取締役社長 磯岡一郎）
西原町字小那覇858番地

有限会社秀開發工業
（代表取締役 仲間美智秀）
南城市佐敷字屋比久141-1

丸正印刷株式会社
（代表取締役社長 与那覇正明）
西原町字小那覇1215番地
株式会社宮昌工業
（代表取締役社長 宮城哲人）
 南風原町字津嘉山1697番地
（敬称略：五十音順）

令和3年度版
No.44
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ご や もりまさ うえはらちか いそ

なか ま み ち ひで みや ぎ てつ と

おか よ な は まさあきいちろうお

おかゆたかし けんかず まぐ

な こう よしみつ

いとかず よしあき

令和３年度 西原町表彰条例により表彰される方々が決定
しました。町の政治、経済、教育、文化、社会その他各般
にわたって町政振興に寄与された方々の中から決定してお
ります。表彰された皆様おめでとうございます。

有功者表彰

功労者表彰

善行団体表彰

男女共同参画だよりさわふじさわふじNo.44（令和３年度版）男女共同参画だよりさわふじさわふじNo.44（令和３年度版）

無料相談

相続・土地、建物
・会社の登記・法律相談

★相続のことなら安心しておまかせ下さい!

☎098-944-2582・　090-8291-4095

営業時間：月～土 8:30～18:00
※日・祝日及び時間外の対応も可
西原町棚原1丁目22番地25（ローソン棚原店うら）

P２台可

司法書士  慶田元　克次
けだもと かつじ

慶田元司法書士事務所
けだもと

←与那原 中城→

内間交差点小那覇交差点

ローソンココ

サンエー
西原シティ

250m

西原町字内間111-2
TEL.882-9155

お 見 積り調 査 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給水工事指定店》

水道管取替え工事

お気軽に
お電話下さい。
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令和３年度  西原町女性団体連絡協議会の取り組み令和３年度  西原町女性団体連絡協議会の取り組み
西原町女性団体連絡協議会(伊

い
禮
れい
末
すえ
子
こ
会長)は、11月15日にひめゆり平和祈念資料館

を訪れ、会員研修会を実施しました。今回は「沖縄戦を考えるーひめゆりの継承者に聞
くー」をテーマとして、展示見学や若い継承者によるひめゆり学徒の沖縄戦体験の証言
を聞きました。また、参加者が持ち寄って資料館へ寄附を行いました。
●男女共同参画社会の実現に向けた本町の取り組みをホームページで紹介しています。
http://www.town.nishihara.okinawa.jp/goven-service/purpose-19.html

コロナ禍のＤＶ・虐待等について
各窓口ではさまざまな知識を持った専門の相談員が相談に乗り、適切な対応をともに考えます。

相談機関 電話番号☎
ＤＶ相談＋（プラス） 電話・メールは24時間受付、チャット相談も対応 ０１2０－2７９－８８９

ＤＶ相談ナビ（内閣府男女共同参画局） どこに相談すればよいか分からない方のためのナビサービス ＃８００８(はれれば)
沖縄県男女共同参画センター

てぃるる相談室
１０:００ ～ １７:００（火曜～土曜） （女性相談）０９８－８６８－4０１０
１０:００ ～ １６:００（日曜・月曜） （男性相談）０９８－８６８－4０１１

ＬＧＢＴＱにじいろ相談 毎週土曜・１０時～ １７時 ０９８－８８０－８4３4
配偶者暴力相談支援センター (沖縄県女性相談所) 月～金(８:３０ ～ １７:１5) 土日・祝日(８:３０ ～ １６:３０) ０９８－８54－１１７2
With you沖縄（沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター） 24時間、３６5日対応 ＃８８９１または０９８-９７5-０１６６

沖縄県警察本部
性犯罪被害者専用相談 ０９８－８６８－０１１０

※緊急時は警察１１０番へ！
警察安全相談 ０９８－８６３－９１１０

南部配偶者暴力相談支援センター（沖縄県南部福祉保健所） 平日８：３０ ～ １７:１5 ０９８－８８９－６３６4

▲図１ ▼図２

 「
男
女
共
同
参
画
社
会
」と
は 
男
女
が
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
自
ら
の

意
思
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保

さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
利
益
を

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
と
も
に
責
任
を
担
う
べ
き
社
会
。

（
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
第
２
条
）

・
労
働
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て

最
初
の
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
た

２
年
前
の
令
和
２
年
４
月
に
、
雇
用
者
数

が
前
月
か
ら
大
幅
に
減
少
し
ま
し
た
。
男

女
別
で
は
女
性
が
約
74
万
人
、
男
性
が
約

35
万
人
の
減
少
と
な
り
、
女
性
が
２
倍
の

減
少
幅
で
し
た
。
そ
の
後
は
横
ば
い
、
も

し
く
は
少
し
ず
つ
持
ち
直
す
傾
向
に
あ
り

ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
前
の
水
準
に
は
戻
っ

て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
今
年
に
入
って
オ
ミ

ク
ロ
ン
株
に
よ
る
感
染
拡
大
に
よ
り
、
再

び
悪
化
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

・
ひ
と
り
親
世
帯
に
つ
い
て

日
本
は
、
ひ
と
り
親
世

帯
の
約
86
％
が
母
子
世
帯

で
す
。
令
和
２
年
デ
ー
タ

に
お
け
る
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー

の
就
業
状
況
は
、
就
業
率

が
減
少
し
た
ほ
か
、
完
全

失
業
率
は
有
配
偶
者
の
女

性
よ
り
は
る
か
に
増
え
て
お

り
、
ひ
と
り
親
世
帯
に
と
っ

て
仕
事
を
続
け
る
環
境
が

難
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す（
図
１
）。

ま
た
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
ひ

と
り
親
世
帯
以
外
で
若
年

層
や
単
身
女
性
な
ど
に
も

経
済
的
な
支
援
の
必
要
性

が
見
え
て
き
て
い
ま
す
。

↖
５
ペ
ー
ジ
に
つ
づ
く

・
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て

全
国
の
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
な
ど
に
寄
せ
ら
れ
た
Ｄ
Ｖ(

配
偶
者
暴

力)

に
関
す
る
相
談
件
数
は
、
令
和
２
年

度
に
前
年
度
比
で
約
１・６
倍
に
増
加
し
て

い
ま
す（
図
２
）。
ま
た
、
性
犯
罪
・
性
暴

力
の
支
援
セ
ン
タ
ー
相
談
件
数
も
約
１
・

２
倍
に
増
加
し
ま
し
た
。

・
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
の
男
女
共
同
参
画
の
未
来

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
を
受
け
、
影

響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
人
々
に
対
す
る

各
種
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
で
は
自
殺
や
Ｄ
Ｖ(

配
偶
者
暴
力)

の

相
談
体
制
の
強
化
に
取
り
組
む
ほ
か
、「
ひ

と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
」や「
住

民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特

別
給
付
金
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
昨
年

末
の「
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付

金
」(

い
わ
ゆ
る
、
対
象
の
子
ど
も一人
あ
た

り
10
万
円
の
給
付
金)

に
つ
い
て
、
西
原
町

で
は
現
金
10
万
円
を一括
支
給
す
る
対
応

を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
支
援
策
の
ほ
か
、
今
後
は

テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
の
新
し
い
働
き
方
や
男

性
の
育
休
取
得
な
ど
の
育
児
参
画
へ
の
推

進
等
が
取
り
組
ま
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
危
機
的
な
状
況
と

社
会
変
化
の
中
で
、
今
後
の
ポ
ス
ト
コ
ロ

ナ
時
代
を
見
据
え
て
男
女
共
同
参
画
を

推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
西
原

町
男
女
共
同
参
画
条
例
の
第
２
条
で
は
男

女
共
同
参
画
の
定
義
を「
す
べ
て
の
人
が

性
別
に
か
か
わ
り
な
く
個
人
と
し
て
尊
重

さ
れ
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、

互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
、
責
任
を
分

か
ち
合
い
～
」と
記
し
て
い
ま
す
。
今
こ
そ

こ
の
趣
旨
に
立
ち
返
り
、
一
人
ひ
と
り
が

置
か
れ
て
い
る
立
場
を
尊
重
し
、
思
い
や

り
を
持
って
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

■ 

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
影
響
と
課
題 

■
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新型コロナワクチン接種についてお知らせ

☎ ０９８‒９１１‒９１７４　ＦＡＸ ０９８‒９４６‒６０８６
受付時間 ９：００～１２：００  １３：００～１７：００（土日休日除く）

【健康支援課新型コロナワクチン接種対応プロジェクトチーム】

集団接種

２回目接種日から６か月以上経過した、妊娠中の方とそのパートナーは接種券の発行ができます
ので、下記番号までご連絡ください。

３月中旬～下旬頃から、小児（５歳～
11歳）の新型コロナワクチン接種が開始
される予定です。そのため、一部の医療
機関で右記の日程が変更となります。変
更があった際には、西原町ホームページ
でお知らせします。

予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害（病気になったり障
害が残ったりすること）が起こることがあ
ります。コロナワクチンの予防接種の場
合でも予防接種法に基づく救済（医療費・
障害年金等）が受けられます。申請に必
要な手続きなどについては下記までご相
談ください。

※混雑時には電話がつながりにくいことが
あります。しばらく時間をおいてお試し
ください。

※下記の内容は２月７日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報紙が
届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町ホームページでご確認
ください。

以下の情報は、2月7日時点となります。今後、感染状況や国の動向により変更となる場合があります。
令和4年3月より5歳～11歳のお子さまへの、新型コロナワクチン接種が始まる見込みです。予防接種法の臨時接種に位置

付けられましたら、西原町でも小児への新型コロナワクチン接種を開始します。詳細はＨＰや町から送付される案内をご確
認ください。接種を受けることは強制ではありません。メリットとデメリットを確認の上、ご検討ください。

【効　果】
2回目接種後7日以降の発症予防効果（新型コロナウイルス感染症

の発症を予防する効果）は、90.7％であったと報告されています。
ただし、オミクロン株の出現前のデータとなっております。新しい
情報がわかりましたら、ＨＰに掲載いたします。

【安全性】
副反応の多くは、軽症～中等度で持続期
間は１～２日であったと報告されています。

医療機関

（☆）しらかわ内科
☎944－3550
（☆）とうま内科
☎946－3799

ハートライフクリニック

ゆいゆい内科クリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日

３回目の接種券は、２回目の接種を終えて７か月経過した方へ順次発送していきます。現時点での対象者は、
コロナワクチンを２回接種し、７か月経過した18歳以上の方です。ワクチンの供給状況等により前後すること
があります。
西原町で使用するワクチンはファイザー社製とモデルナ社製です。
個別接種では、医療機関によって使用するワクチンが異なるのでご注意ください。

太田小児科医院

備　考

・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話するこ
とは控えてください。
ただし（☆）の医療機関は直接医療機関にお問い合わせください。
・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者
同伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・日は3/20のみ実施

・12～15歳の予約・接種
は受付していません。

・金は1・2回目の方のみ受付

・12～15歳は月・水のみ可能
・16～18歳の方も保護者同伴

医療機関へ
直接ご連絡してください。
医療機関へ
直接ご連絡してください。

※モデルナ社ワクチンを使
用しています。

※1・2回目接種の方は予
約できません。

妊娠中のみなさまへ

3回目接種について

webなら
24時間予約可能

しんざと内科

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）

城間医院

ＭＭＭＭＭ

Ｍ

Ｍ Ｍ

ＭＭ

Ｍ

Ｆ ＦＦ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＦＦ

Ｆ

ＦＦ

ＦＦＦ

ＦＦＦＦ

Ｆ Ｆ

Ｆ

ＦＦＦ

Ｍ

いちょう内科あしとみ
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

小児（5歳～11歳)の新型コロナワクチン接種のお知らせ

【予約方法】

【個別接種について】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294

電話予約
０９８-９１１-９１７４

※子どもを新型コロナウイルス感染症から守るためには、周囲の大人のワクチン接種が重要となります。

詳細については右のQRコードを読み取り西原町ホーム
ページ「5～11歳の接種について」をご覧ください。

1 概 要

2 効果・安全性

接種回数・接種間隔
ワクチンの種類
用法・用量

注射部位の疼痛
疲　労
頭　痛
筋肉痛
悪　寒
関節痛
発　熱

５歳以上11歳以下の方
３週間の間隔をおいて２回接種
ファイザー社製小児用ワクチン
１回あたり0.2㎖を筋肉注射（12歳以上と接種濃度も異なります。）

※１回目接種の時点で11歳の方については、可能な限り12歳に到達する前に２回目接種を完了してください。

ファイザー社添付文書より

対象者

74.1
33.6
22.4
9.1
4.6
3.3
0.2

1回目（％）
71.0
39.4
28.0
11.7
9.8
5.2
0.6

2回目（％）

【お問い合わせ】 健康支援課　保健予防係　☎098-945-4791

令和元年から現在まで、私たちは新型コロナ感染症の中、これまで経験したことのない状況に置かれています。西原町で実施
している乳幼児健診も、緊急事態宣言等の影響を受け、予定通りの実施が難しく、町民の皆様にはご迷惑をおかけしています。
さて、実際に乳幼児健診の状況をコロナ禍前（平成30年度）と令和2年度との状況を比較してみると、沖縄県全体では、受診

率が下がっていますが、本町では、乳児健診受診率90.1％→91.0％、一歳半健診92.2％→92.8％、三歳児健診92.3％→
92.0％と大きな変化はみられず、保護者の皆様の意識の高さを感じます。
健診結果の内訳をみると、三歳児健診では、テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等をみる時間に変化が見られています。コロナ

禍前は、2時間以上見ると答えた方が12.1％→15.1％と3％の増加がみられます。この要因は、外出自粛等のため、家で過ごす
時間が増えたことにより、子ども達がテレビ等を見る時間が増えていることがうかがえます。WHOのガイドラインでは、子ども
達がテレビ等を見る時間の目安は1時間とされています。幼児期は視力が発達する大切な時期のため、西原町では、健診時に子
どもたちとテレビ等との付き合い方についてアドバイスしています。
日々の保健師業務で感じていることですが、特に今年度は、コロナ禍において不安を感じながら“弧育て”になっ

てしまい、気持ちが落ち込んでしまう等の相談が増えているように感じています。このような時、保健師はお話をう
かがいながら、継続的に支援し、適切なサービスを提案することで子育てに関する不安の軽減を図っています。
西原町では、コロナ禍においても子どもの健康・育児に関する相談を実施していますのでお気軽にご相談下さい。

コロナ禍の乳幼児健診からみえてくること
健康だより
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※広報紙に掲載する写真については、撮影時のみマスクを外しております。

イベント
フォトギャラリーわったー

事業名 月日

★対象者数によっては人数の調整のため対象となる生年月日が変更となる場合があり
ます。健診の通知が届いているか確認をお願いします。

★新型コロナウイルス感染症対策のうえ実施しています。最新情報は西原町HP等で
ご確認ください。

保
健
カ
レ
ン
ダ
ー

離乳食（オンライン）
2歳児歯科健診
3歳児健診
タッチケア（オンライン）
乳児一般健診（午前）
乳児一般健診（午後）
1歳半健診
産後ピラティス（オンライン）

3月2日
3月3日
3月10日
3月11日
3月13日
3月13日
3月17日
3月22日

R3 .9 .1～R3 .10 .31
R1 .9 .5～R1 .11 .28
H30.10.1～H30.11.10
R3 .9 .1～R3 .10 .31
R 3 . 5 . 1～ R 3 . 6 . 1 3
R3.9.26～R3.11.12
R2 .7 .16～R2 .8 .20
R3 .9 .1～R3 .10 .31

13：30～
13：00～ 15：00
13：00～ 15：00
13：30～
9：00～ 10：15
13：00～ 14：15
13：00～ 15：00
13：30～

曜日 対象者 受付時間 場所
水
木
木
金
日
日
木
火

オンライン

西原町保健センター

オンライン

西原町保健センター

オンライン

【お問い合わせ】  健康支援課　保健予防係（母子班）　☎098-945-4791
乳児健診 1歳半・3歳児健診 ２歳児歯科

「月桃」歌碑の建立に向けて、
実行委員会　立ち上がる

西原東小
プロフェッショナル集結！

西原中学校　人権啓発活動表彰

“コロナだからできたこと”
にしらぼの挑戦！

西原高校3年生　選挙出前授業

我謝地内不発弾処理作業を実施我謝地内不発弾処理作業を実施
１月30日（日）、我謝地内において、不発弾(250㎏爆弾)処理作業が行われ約2,000人

の住民が避難対象となり、近年では例のない大規模な形で実施されました。当日は無事
に滞りなく作業を終了することができ、近隣住民をはじめ町民の皆様には、避難や交通
規制にご協力を頂き感謝申し上げます。

戦後75年余りが過ぎた現在でも、数多くの不発弾が町内で発見されており、令和３年
度も現時点で18発の不発弾が発見され、その内４発が現地処理される等、本町が激戦地
であったことが窺

うかが

えます。今後も町内で不発弾が発見された際には、関係機関と連携し
て安全対策を徹底してまいりますので、町民の皆様のご協力をお願いします。

学校全体の積極的な人
権啓発活動が認められ、
西原中学校に法務省人権
擁護局および全国人権擁
護委員連合会から感謝状
が贈られました。「社会科
の先生方や生徒たちの積

極的な取り組みを評価していただき嬉しく思う」と友
とも

寄
よせ

ゆか
り校長は喜びを語りました。

また、那覇人権擁護委
員協議会主催のもと開催
された、第二回中学生人
権標語コンテストで、同
校2年生の狩

かり
俣
また

 葵
あおい

さんが
優秀賞を受賞しました。
狩俣さんは「今回初めて賞

を受賞することができて嬉しいです。次回は最優秀賞を目
指します。」と意欲を燃やしていました。

1月 7日
（金）

2月 5日
（土）

２月３日
（木）

12月18日
（土）

平和を願う歌として広く歌われている「月桃」（作詞・作曲　
海
う み せ ど ゆ た か

勢頭豊）の歌碑建立を目指して、坂田自治会の有志を中
心とした実行委員会が1月7日に結成されました。同委員会
は、前沖縄県議会議長の新

しん
里
ざと

米
よね

吉
きち

さんが委員長を務め、崎
原盛秀町長などが賛同者として名を連ねています。

実行委員会では、平和の大切さや願いを後世に語り継ぐ
強い意志を刻むため歌碑建立を目指したいとしており、建
立の場所は今後の協議で決定されます。また、寄附やクラ
ウドファンディングを募って設置費用を集める協力を呼び
かけることとしています。

歌碑建立にご賛同いただける方からの寄
附を募集しています。本寄附の詳細につい
ては下記にお問い合わせいただくか、西原
町ホームページをご参照ください。
本取り組みに関するお問い合わせ
「月桃」歌碑建立実行委員会事務局（坂田自治会）☎946-5332

西原東小学校で『西原町教育の日』にキャリア教育の一環
として、令和３年度「きらり・スクール」が開催されました。
地域の様々な職業に携わる方を招いて、児童生徒に「かかわ
る力・ふりかえる力・やりぬく力・みとおす力」を身に付け
ることを目的に行われ、各クラスへ総勢17名の講師が西原
東小に集結しました。

低学年ではピエロ(道化師)やパティシエなどの講師が子
どもたちの目の前で実演をし、初めて間近でみる職人の技
術に児童は釘づけになっていました。高学年では臨床工学
技士の講話の際に、実際に器具を手に取りプロの技術を学
ぶ姿がみられました。

３年生へ講話を行ったダンス講
師上

うえ
原
はら

恒
つね

彦
ひこ

さんは児童に負けな
い大きな声のあいさつでスタート
し、「何か？（興味を持つ）→真似す
る→練習する（繰り返す・考える）
→できるようになる。できなかっ

たら調べて、１つずつ近づけていくこと。できるようにな
るやり方を探すのが大事です。“失敗したらこうなる”と学べ
ばそれは失敗ではない。なりたい、やりたい気持ちが大切」
と熱い想いをユーモア交えて講話し盛り上がりをみせまし
た。講話を聞いた小

こ
橋
ばし

川
がわ

麗
れ

奈
な

さんは「礼儀やあいさつが重要
になるとわかった」と感想を述べました。

６年生へ講話を行ったピアノ調律師仲
なか

村
むら

和
かず

也
や

さんは約４
年間さまざまな仕事をし、必死にお金を貯めイタリアへ修行

コロナ禍で職場体験の中止による代替として西原中学校
２学年では約１年をかけて模擬起業体験学習が行われまし
た。生徒たちが設立した「にしらぼ」は、“西原町を元気にす
る会社”を企業理念にＳＤＧｓを意識した取り組みを目指し
ており、この新しい試みに注目が集まりました。

活動計画はまず企画書を作成し、株主である保護者へプ
レゼンテーションを行い、資金を調達。そして、その資金
で製作した商品を販売して売上を得るというもので、令和3
年12月18日(土)には17営業部・ＣＭ班による「にしらぼリ
アル販売会」が開催されました。

オープニングでは社長の宮
みや

良
ら

風
ふう

花
か

さんが「中学生で会社を
設立するという前代未聞のことなので最初は生徒はもちろ
ん、先生方も何をするか全く分からない状況でした。時間
に追われながら、困難を乗り越え、それぞれに与えられた
役目を全うし、商品を完成させ今日を迎えることができま
した」と気合の入った挨拶をし、幕を開けました。

会場にはＳＤＧｓと絡めた商品づくりに苦戦しながら
も、一生懸命製作した各営業部の個性豊かな商品が並びま
した。中には完売する商品もでるほど大盛況で、約160名

に行った経験をふまえ、「仕事は手
段です。コツコツ努力をして自分
を信じることで自信につながりま
す。ブルーローズ（青いバラ）は“不
可能”という花言葉でした。しかし
日本の科学者が何度も試行錯誤を

行い開発したことで“夢かなう・奇跡”という意味に変わりま
した。働くことは楽しい、大人は楽しいですよ」とメッセー
ジを送りました。講話を聞いた東

あがりえ
江磨

まい
生
き

さんは「夢は絶対叶
うということを胸に持ち、これからも頑張っていきます」と
講師からの教えを振り返り、決意新たに感想を述べました。

2月9日
（水）

西原高校にて沖縄県
選挙管理委員会による
選挙の出前授業が開催
されました。選挙の仕
組みやその大切さ、選
挙種類ごとの投票率に
ついてなど基本的な内

容を、具体的な資料に基づいて授業が行われました。また、
授業の最後には実際に模擬投票を行うなど、選挙がより身近
に感じられるように工夫された授業となっていました。

知
ち

念
ねん

姫
ひ

菜
な

乃
の

さんは「4月からは新成人として、社会の一員
になるため、自覚を持って価値のある一票を投票していき
たい。」と感想を述べました。

の来場者で盛り上がりを見せました。
実際に販売をした伊

い
波
は

昊
こう

毅
き

さんは「思った以上にお客様が
来てくれて沢山準備をしてきた分やりがいを感じられて嬉
しい」と手ごたえを語ってくれました。

今回の企画を通して「親も刺激をもらった」「定期的に開催
してほしい」と話す保護者や先生方からは「普段やんちゃな
子がしっかりとお客様へ対応する姿がみられて嬉しい」など
といった声があがり、会場内は笑顔があふれ、まさに、「に
しらぼ」の企業理念を達成する様子がうかがえました。

令和４年2月には株主総会・決算報告を行い、純利益の
４万7362円はコロナ禍で困っている人に役立ててほしい
と、西原町社会福祉協議会へ寄付されました。

モノをつくることよりも仕事の仕組みを学んでほしいと
語っていた、担当久

く
場
ば

小
さ

百
ゆ

合
り

先生は「通常の職場体験ではど
うしても生徒が受け身になりやすかった。今回の企画では
すべて生徒が主体となって活動したため、生徒の成長を物
凄く感じました。それと同時に保護者の理解と協力がとて
もありがたく、ここまでできました。「にしらぼ」はこれから
の職場体験の新しい形になり、生徒たちが率先して西原町
を輝かせる人になると感じま
す。西原町の未来は明るいで
すね」と語ってくれました。
西原中では次年度も引き続き 

「にしらぼ」を行う予定です。
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【お問い合わせ】
福祉部  こども課  子育て支援係　☎945-5311

【お問い合わせ】
与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター ☎988-1914

令和4年度　就学援助のお知らせ
西原町教育委員会では、小中学校に通学する児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校
給食費など学校教育に必要な費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。

西原町に住所を有し小中学校に在籍する児童生徒の保護者、又は、町外に住所を有し西原町
立小中学校へ在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

援助内容は、収入合計額やお子
さんの学年に応じて異なります。

※上記は目安としての金額です。基準額は世帯構成（人数や年齢）によって異なります。
※町立小中学校以外の学校に在籍している場合や住所地が西原町外の場合は、認定基準が異なりますのでお問い合わせください。

（１）生活保護を受けている方（要保護）
（２）生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困窮していると認められる方（準要保護）

≪準要保護の目安となる収入額≫

援助の対象者

援助の内容 申
請
手
続
き

※生計を同一にしている方全員の収入合計額が審査対象となります。

申請期間

提出書類

提 出 先

留意事項

令和4年4月11日（月）～令和4年5月31日（火）
（期間を過ぎても申請はできますが、申請月からの認定となる
ため、援助額が少なくなります）
①就学援助申請書、②保護者名義の預金通帳の写し、③住民
票謄本（マイナンバー記載なし）
④令和4年度所得課税証明書（各所得控除額なども全て記載
されているもの）

□町立小中学校に就学している場合→各学校に提出
□町立小中学校以外に就学している場合→教育委員会へ提出
①小学新１年生で、令和4年1月に「就学前支給」の申請を行い、
認定されている場合は、今回の申請手続きは不要です。（た
だし、兄姉がいる場合、当該児童生徒に係る分は学校ごとに
申請を行う必要があります。）

②申請書は町ホームページからダウンロードするか学校又は
教育委員会でお受け取りください。

世帯人数

認定区分 援助費目

要保護

準要保護
（認定世帯①）

準要保護
（認定世帯②）

世帯構成

【お問い合わせ】　西原町教育委員会　教育総務課　学務係　☎098-945-5039

収入合計額

2人
3人
4人
5人
6人

約180万円未満
約250万円未満
約300万円未満
約360万円未満
約420万円未満

約230万円未満
約320万円未満
約380万円未満
約450万円未満
約520万円未満

親 1人、小学生 1人
親 1人、小学生 1人、中学生 1人
両親、小学生 1人、中学生 1人
両親、小学生 2 人、中学生 1人
両親、小学生 2 人、中学生 2 人

修学旅行費・医療費

学校給食費

新入学児童生徒学用品費等
（又は入学準備金）・
通学用品費・学用品費・
校外活動費・修学旅行費・
学校給食費

認定世帯① 認定世帯②

※③・④については、収入等世帯の情報を教育委員会が確認することに同意す
る方は提出不要ですが、令和4年1月1日時点で西原町に住民登録がなかっ
た方は、④の提出が必須となります。6月1日以降に元居住地の市町村から
書類を取り寄せて提出してください。

令
和
３
年
度
に
認
定
を
受
け
て
い
た
方
も
、毎
年

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申請期限

間近！

【西原町臨時特別給付金プロジェクトチーム ☎098-970-8433】

令和3年度の住民税非課税世帯等に対して、１世帯当たり10万円の現金給付が始まっています。
【申請期限】
①住民税非課税世帯 ➡ 町が確認書等を送付してから３か月程度
※対象者と思われる世帯に2月中旬にご案内しています

②家 計 急 変 世 帯 ➡ 令和４年９月３０日まで（申請が必要です）
※申請書類を窓口で配布しています
※詐欺被害にご注意ください！
不審な電話や郵便物等については、消費生活センターや警察署などにご連絡ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

お手続きは
お済みですか？

病児・病後児 保育事業 保育士等の募集について

児童館マミーキッズクラブ会員募集中

ファミリーサポートセンター

3月1日から令和４年度の事前登録を受付します
仕事の都合等で病気のお子さんを面倒みることができ

ない時に、太田小児科医院で一時的に預って保育します。
利用したい年度毎にこども課窓口で登録が必要です。

QRコードが利用できない方は、
西原町ホームページ＞こども子育て支援ガイド＞
子育て中の方＞病児・病後児保育事業

詳しいことは…

こども子育て

支援ガイド

子どもの一時預かりや、保育施設への送迎など、地域
で行っている子育て支援です。
利用前に、「与那原・西原・中城ファミリーサポートセン

ター」で会員登録が必要です。

町内認可保育園にて令和4年度の保育士等を募集してお
ります。
保育士の方、保育に興味のある方、西原町の保育園で働

いてみませんか？
お申し込みは、各園に直接お問い合わせください。

令和3年度

申請期限：令和４年３月31日（木）（※必着）
※令和4年３月生まれの方は令和４年４月15日（金）まで
１．支給対象者（支給要件）
以下のいずれかに該当する児童を養育する保護者（主た
る生計維持者）
※支給には所得制限があり、所得制限限度額を超える方
は対象外になります。

詳しくは、西原町ホームページをご覧ください。
①令和３年９月分の児童手当の支給対象児童
②令和３年９月30日時点で高校生等の児童※１

③令和４年３月31日までに出生した児童
※１高校生等とは　
平成15年４月２日～平成18年４月１日生まれの方で、配偶
者を有していない方です。
高校に在学していない社会人等も対象になります。

２．支給額
対象児童（高校生）1人につき、10万円です。

３．申請が必要な方・申請方法
①高校生のみ養育している父母等
②公務員など職場から児童手当を受給している方
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要書類を添付してこども課窓口に直接、ま
たは郵送でご提出ください。
詳細は西原町ホームページを確認してください。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を
確認して指定口座に振り込みます。

【送付先】〒９０３‐０２２０ 西原町字与那城140-1
　　　　　　　　　　西原町こども課　宛
【お問い合わせ】西原町福祉部 こども課 子育て支援係 
　　　　　　　☎098-945-5311
「子育て世帯への臨時特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報
の詐取”にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、西原町こども課や最寄りの警
察署、または警察相談専用電話（＃９１１０）にご連絡ください。

☆対象　0歳から4歳の親子
☆内容　親子体操やリトミック、親子遠足、運動会、季節の行事

イベントなどを行っています。
行事に参加できなくても、保護者の交流や情報交換
の場として利用できます。気軽にお越しください。

☆時間　西原・坂田・西原南 毎週水曜日 10:30から11:30
西原東　毎週金曜日　10:30から11:30

☆マミーキッズクラブ会員になるには？
お近くの児童館で入会できます。手続きをした児童館での
会員登録となります。
会費は無料ですが、材料費など実費がかかる事があります。
※曜日や時間は変更になる場合があります。詳しくは、
児童館だよりや各児童館にお問い合わせください。
毎月の児童館イベント情報は「児童館だより」で！
ＱＲコードが利用できない方は西原町ホームページ
からアクセス
西原町トップページ＞広報・情報公開＞児童館だより

QRコードが利用できない方は、
西原町ホームページ＞こども子育て支援ガイド＞
子育て中の方＞ファミリーサポートセンター

詳しいことは…

こども子育て

支援ガイド

園名
町立坂田保育所
私立小川保育園

私立さくらんぼ保育園
私立西原保育園

私立こばとゆがふ保育園
こばと保育園
 （小規模保育）
キティーハウス
（事業所内保育）
私立愛和保育園
私立さざなみ保育園
私立西原白百合保育園
私立さわふじ保育園
私立さうんど保育園
うえはら保育園
(小規模保育）
私立善隣幼稚園
（認定こども園）

募集TEL
945-5011
946-6057
946-1340
943-3727
946-5817

945-6828

943-0011

945-4418
945-1164
945-4534
946-2540
945-2397

917-4234

944-5344

●募集保育園

○保育士

○保育士
○子育て支援員の研修
を終了した方

○保育教諭

○保育士
○子育て支援員の研
修を終了した方
○今後、研修等を受け
て保育に携わってい
きたいとお考えの方

子育て世帯への
臨時特別給付金のご案内
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【総務省】
マイナポイントの
予約・申込方法

令和4年1月31日現在

西
原
町
役
場 

☎
9
4
5

‒

5
0
1
1

農
業
者
年
金
に
つ
い
て

西
原
町
農
業
委
員
会

☎（
9
4
5
）5
2
8
1

国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者
で
6
0

歳
未
満
、
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

し
て
い
る
方
は
、
だ
れ
で
も
加
入
で
き
ま

す
。
詳
細
は
農
業
者
年
金
基
金
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

農
地
は
売
買
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、

貸
し
借
り（
無
償
の
場
合
も
含
む
）す
る

農
地
の
貸
し
借
り
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

人口：（男）17,861人　（女）17,711人　（男女計）35,572人　世帯数：15,223世帯

【お問い合わせ】 西原町役場　会計課　☎945-5193

▲詳しくはこちら
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1.役場内支払窓口の営業時間の変更について
令和4年4月1日から役場内支払窓口（ＪＡ）の営業時間
が次のとおり変更となります。
（変更前）8：45～ 12：00・13：00～ 16：15
（変更後）9：00～ 12：00・13：00～ 15：00
※時間外においては会計課窓口・税公金
セルフ支払機でお支払下さい。

2.税公金セルフ支払機設置のお知らせ
（稼働開始日）令和4年4月中旬
（利用可能時間）平日 8：30～ 17：15
（取扱税公金）町民税・固定資産税・軽自動車税・法
人町民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
保育料・上下水道料金
※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は令和4年7
月からお支払い可能となります。

※給食費については現在調整中
※お支払は現金のみです。
※一部対応してない納付書がありますのでその際は、役
場内支払窓口（JA）または会計課窓口でお支払下さい。

お
し
ら
せ
で
〜
び
る

引っ越しの際に家庭から大量に出るもえる・もえない・粗大ごみは、
一度に収集できません。前もって計画的に出すようにしましょう。また、

一時的に大量排出する場合は、個人で東部環境美化センターに直接持ち込むことができます。（役場へ事前申し込みが必要で
あり、4月から処理手数料が60円/10kgから100円/ 10kgに改定されます。）
家庭から出るごみの中には町では収集しないごみがあります。町で収集しないごみは適正に処理しましょう。

●家電リサイクル法による、特定家庭用機器・エアコン・テレビ・冷
蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機（小売店等に引き取らせてください）

●新築、増築、改築などによって生じたごみ（請け負った業者に処理
させてください）

●法律に定める産業廃棄物（建築廃材、コンクリート、ブロックの破
片、ガスボンベなど）

町が収集しないごみについて

引っ越しごみについて

【お問い合わせ】　生活環境安全課　環境保全係　☎098-945-5018

●注射針等は医療廃棄物として、各自で適正な処理をしてください。
●パソコン本体及びディスプレーは、町と協定を締結したリネット
ジャパン株式会社に宅配便回収を依頼することができます (無
料)。　詳しくは西原町ホームページをご参照ください。
または一般社団法人パソコン3R推進協会
（TEL．03-5282-7685）にお問い合わせしてください。

◀詳しくは
　コチラ

西原　ごみ・環境

●無料回収をうたう不用品回収業者は、利用することのないようお願いします。
　後で料金を請求されたり、不適正な処理や不法投棄に巻き込まれたりするなどのトラブルが発生しています。

マイナンバーカードで ノベルティが もらえるもん！

◎３月・４月の休日・夜間交付窓口（要電話予約）
平日・日中の受け取りが難しい方は、ご利用ください。
３月６日（日） ９：00～ 13：00　４月12日（火）17：30～ 19：30
〃 15日（火）17：30～ 19：30　 〃　14日（木）17：30～ 19：30
〃 17日（木）17：30～ 19：30　　　17日（日） ９：00～ 13：00

【お問い合わせ】
町民課　住民年金係
☎098-945-5012

マイナンバーカードの受領で来庁された15歳未満の方を対象に、ノベルティ（クリアファ
イル・マイナンバーカードケース等）をプレゼントします。
既に、マイナンバーカードを受領済みの方も対象です。本人の来庁が難しい場合は、同一

世帯の方がご来庁ください。

詳しくは
　こちら
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マイナポイントについて：総務部 企画財政課 ☎945-5031  マイナンバーカード交付・申請について：総務部 町民課 ☎945-5012

先着
500名 !

最大20,000円相当のポイントゲット！「マイナポイント第2弾」を実施しています
マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス（※）

でポイントがもらえる国のキャンペーンを実施しており、最大20,000円相当のポイントをゲットできます。
※キャッシュレス決済とは、QRコード決済（○○pay）や電子マネー、クレジットカードなどのことです。

マイナポイントの申し込み方法
・マイナポイントは、マイナンバーカードをお持ちの方は、ご自身
のスマートフォンやパソコン等でお申込みできます。申込みの際
は、専用のアプリ（ソフト）のインストールが必要になります。詳
しくは、総務省が開設した特設サイトをご確認く
ださい。
・マイナポイントアプリ対応のスマートフォンやパソ
コン等をお持ちでない方は、西原町役場町民課
窓口にて申込み手続きができるパソコンを用意
しています。また、支援員による申込手続きの
サポートを実施しております。

対象者とポイント付与数・申込期間・対象となるカード申請期限など
マイナポイント第2弾対象者

①マイナンバーカード新規取得者等
※マイナンバーカードを既に取得された
方のうち、マイナポイント第1弾に申
し込んでいない方を含みます。
②マイナンバーカードを健康保険証
としての利用申込を行った方

※既に利用申込を行った方も含みます。
③公金受取口座の登録を行った方
※公金受取口座の登録自体の開始は令
和4年春頃を予定しています。

マイナポイント付与数
最大5,000円相当
※20,000円のチャージ又はお
買い物に対し、最大5,000
円相当のポイント付与します。

マイナポイント申込期間

令和4年9月末

マポイントの対象となる
マイナンバーカード申請期限

7,500円相当

令和4年1月～
令和5年2月末

令和4年6月頃～
令和5年2月末

7,500円相当

税金等の支払窓口時間変更・税公金
セルフ支払機設置のお知らせ

1957年南米で開かれた｢西原村人会主催演芸会｣

1月4日～３月15日入会の方は
今年度の会費が無料！

60歳以上の方へお得な情報

 高齢者活躍人材確保育成事業  （公社）沖縄県シルバー人材センター連合

(公社）西原町シルバー人材センター
TEL（０９８）９４４－１６９９

入会キャンペーン実施中!!
株式
会社ふちかみ 沖縄支店

〒901-0502 沖縄県八重瀬町字大頓1302番地

TEL（０９８）９９８－９９５０

FAX（０９８）９９８－９９８８

外構
ちゅららペイント
～ 真 心 込 め て ～

ちゅらら工房 株式会社

士
築
建
級
二

士
能
技
装
塗
級
一

毎月 先着 5 名様
高圧洗浄
無料
高圧洗浄
無料

日頃の感謝を込めて

をご契約された方
外壁塗装・屋根防水工事

文化財
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生涯学習のマスコット
「マナビィ」令和4年3月1日

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　

福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談

障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談

法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）

司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　  

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談
　

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約　☎945-3651　 FAX946-6777

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  
相 談 員　與那嶺 等、 島袋和徳、 呉屋勝司、奥濱幸子 
　　　　　　　　　
 　平良 明、 安田純子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

よ  な みねひとし しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ おくはま さちこ

たいら あきら やすだ じゅんこ

新型コロナウイルス感染症対策にも安心便利で確実な口座振替をオススメします！

納め忘れにご注意！

児童館情報は
ここでチェック！

311
No.

ホームページLINE フェイスブック ツイッター

西
原
町

（２月分）

（３月分）

（ ９ 期 ）

学 校 給 食 費

保 育 所 保 育 料

介 護 保 険 料

種　目 納期限 口座振替日

３月15日（火）３月31日（木）

３月10日（木）

３月10日（木）

【お問い合わせ】 福祉部健康支援課  保健予防係  ☎945-4791

令和３年10月31日までに国保特定健診を受診された方の中
から、１万円分の商品券を進呈する皆様を、崎原町長、小橋川
副町長による抽選で決定致しました。
当選された200名

には商品券をお送り
しております。
特定健診を受けて

健康づくりに取り組
みましょう！

【お問い合わせ】西原町立図書館  ☎098-944-4996

【児　童】
●ラストで君は「まさか！」と言う 春の物語
●１００年無敵の勉強法
●ネット・スマホ攻略術

【地　域】
●琉球警察
●お父さんはユーチューバー
●こんな世の中で生きていくしかないなら

【一　般】
●自分を大切に育てましょう
●自分の魅力に気づく本
●目には見えないけど大切なもの

★３月のおすすめ本

★３月の休館日
　７日(月)、14日(月)、21日(月)、22日(火)、28日(月)

●リサイクル展　　３月１日(火) ～無くなり次第終了
●ゆっくり行こうよ展「自分を大切に」3月18日(金)～3月31日(木)

※17日(第３木曜日)は、12時から
17時まで開館します。

※都合により休館日が変更になる場
合があります。

※最新の情報は、電話または図書館
ホームページでご確認ください。

特定健診受診キャンペーン抽選会

／ご当選おめでとうございます／

図書館からのおしらせ

令和３年度 公民館講座の様子

3月  5日　だし講座（受付終了しました）
3月19日　韓国料理講座（受付期間  3/4まで）
令和3年度はコロナ禍でなかなか講座が開催できませ
んでしたが令和4年度はさらに多くの講座を予定して
います。みなさんのご参加をお待ちしております。

恩納村・読谷村
嘉手納町 歌碑巡り
（文教大学）
10月27日

スマホ講座（文教大学）
10月14日

石臼を使った
豆腐作り
11月27日

正月生け花講座 12月28日

令和3年度 新収蔵品展 西原町町民交流センターからのお知らせ

～ご利用をお待ちしています～

令和３年度は新型コロナウイルスワクチン会場として使用す
るため、予約および利用を制限しておりました。ご利用を
予定されていたお客様にはご迷惑をおかけしました。令和
４年７月以降については新型コロナウイルス感染拡大防止ガ
イドラインに基づき、一般貸館を行います。
窓口対応時間：9:00～17:00（ただし毎週火曜日・年末年始除く）
問合せ先：098-970-6155（西原町町民交流センター窓口）
※これまでの電話番号098-945-5036は４月１日以降は廃
止となります。

【令和3年度中に行った主な施設整備】
・人が触れる部分を抗ウイルス・抗菌コーキング処理
・ライブ配信機器の購入（ご利用には一部条件がございます）
・インターネット回線（有線LAN）の整備
・ホール内プロジェクターの交換（5500lm→13000lm）
・インターネットによる予約受付システムの導入（初回登録制）

令和元年(平成31年)度～令和2年度に寄贈のあった資料
の中から一部を展示します。

◆ 期　　間：令和4年3月1日(火) ～ 3月27日(日)
◆ 場　　所：西原町立図書館エントランスホール
◆ 展示資料：タイプライター、軍服、カマンタ等

【お問い合わせ】
文化課　文化財係
☎944-4998

【お問い合わせ】西原町中央公民館　☎945-3657

※マスク着用等の感染対策
　の上ご来館ください。

相続・遺言の相談は無料です！

司法書士法人司法書士法人
きゃん事務所

15 14広報 にしはら No.601 R4.3.1 広報 にしはら No.601 R4.3.1
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広報にしはら

３月号
No. 601

文教のまち
西原町
NISHIHARA TOWN

期限切れのまま医療機関で
受診すると全額自己負担になりますので、
切替手続きは忘れずにお願いします！

【お問い合わせ】
福祉部健康支援課 保健予防係　☎945-4791

【お問い合わせ】
福祉部 福祉保険課 国民健康保険係 ☎911-9163

令和4年度は、下記の方を対象に健診受診券を発行します。

【お問い合わせ】総務部町民課　住民年金係　☎945-5012

～３月末になると窓口がたいへん混み合います。早めの手続きをお願いします。～

住民票の異動（変更）届は１４日以内に！

受診券の送付は4月初旬を予定しています。職場等で健診の
機会があると思われる方には受診券が送付されませんが、加
入している健康保険の種別に関係なくどなたでも上記の健診
の対象です。受診を希望される方は、お手数ですが健康支援
課までお問い合わせください。

軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車（以下「軽自動
車等」といいます。）の所有者に対して課税される税金です。
軽自動車等を友人や業者に譲渡、もしくは解体や盗難された場合は、速やかに名義変更等の手続きをお済ませ下さい。手続を行わな

い場合は、車両台帳に所有者としての登録が残ったままとなり、令和４年度分の軽自動車税が課税されることとなります。
軽自動車を解体しただけでは廃車（抹消）手続きをしたことにはなりませんので、車両の解体後は各窓口にて手続きが必要となりま

す。ご注意ください。

ただし、下記の世帯は窓口での切替手続きが必要です。
・国民健康保険税を2月28日までに完納していない世帯
・福祉施設等への入所や修学のために住民登録を町外に移した方がいる世帯
（対象者の被保険者証は、窓口での切替になります。在園証明
書、または在学証明書を持参のうえ、来庁をお願いします。）

３月中旬頃に郵送される「きりかえのお知らせ」ハガキをご確
認のうえ、福祉保険課窓口まで来庁をお願いします。
期　　間：３月１５日(火)～３月３１日(木)　(土日・祝日を除く)
受付時間： 8：30 ～ 17：00　(12時から13時を除く)

国民健康保険税を2月28日までに完納した世帯については、3月中旬
から保険証を郵送（簡易書留）します。（窓口での切替手続きは不要です）

★20代30代健診 　⇒20歳から39歳の男女のうち
★子宮頸がん検診　⇒20歳以上で偶数年齢の女性のうち
★乳がん検診　　　⇒30歳以上で偶数年齢の女性のうち
★胃･肺･大腸がん検診⇒40歳以上の男女のうち
★歯周疾患検診　　⇒40歳、50歳、60歳、70歳の男女のうち

例えば…・家族の扶養に入っている方
・仕事に就いているが、職場での
  健診機会がない方

職場健診などの
受診機会がない方

⬇

転入届・転居届　異動した日（新しい住所に住み始めた日）から14日以内に市町村（西原町では町民課）に届け出なければなりません。
転出届　転出する日までに届出をしてください。異動届を別世帯の方が届け出る場合は、本人からの委任状が必要です。
正当な理由がないのに届出をしなかった（遅れた）場合は、簡易裁判所へ通知をして、5万円以下の過料の対象になることがあります。

※一時的な就学（大学等）・就労の場合であっても、１年以上家族のもとを離れて別の場所に住む場合は住民票の異動届が必要です。
※別世帯の方（例：県外に住む家族等）が転入届出をした後に住民票を請求する場合も、本人からの委任状が必要となります。
※ご不明な点がございましたら、町民課までお問い合わせください。

◎世帯の一部の方が転居する場合は、本人からの委任状
◎通知カード
◎住民基本台帳カード・個人番号カード（保有している方のみ）
◎在留カード、特別永住者証明書（外国人住民の方）

◎届出人の本人確認ができるもの
・運転免許証
・顔写真付き住民基本台帳カード
・個人番号カード
・パスポート
・在留カード
・健康保険証等
◎別世帯の方が届出する際は委任状
◎印鑑（届出人が本人の場合は不要）

◎転出証明書（前住所地で発行された証明書）
◎通知カード
◎住民基本台帳カード・個人番号カード（保有している方のみ）
◎在留カード、特別永住者証明書（外国人住民の方）

転入届
（町内へ引越しをしたとき）
○○市　→　西原町へ

種　類

車種／排気量 抹　消 名義変更 住所変更 手続窓口／お問い合わせ
原動機付自転車
～125ｃｃ

小型特殊自動車
（ミニカー・農耕用作業）

軽二輪車
126ｃｃ～250ｃｃ

小型二輪
251ｃｃ～

個　別 共　通
届出の際に必要なもの

転入届
（町内へ引越しをしたとき）
○○市　→　西原町へ

転居届
（町内で引越しをしたとき）
上原○○番地→幸地○○番地

軽自動車等の抹消・名義変更等の手続はお済みですか？

※車種によって手続きの窓口が異なります。ご確認の上、手続きしてください。

・標識交付証明書
・印鑑
・ナンバープレート

・標識交付証明書
・新・旧所有者の印鑑
・自賠責保険証明書

※町外転出の場合
　左記抹消手続参照
※町内転居の場合
　不要

西原町役場　総務部　税務課
TEL 098-945-4729

沖縄総合事務局　陸運事務所
TEL 050-5540-2091

・届出済証（検査証）
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書
・自賠責保険証明書
・自動車検査証
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書

・自動車検査証
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書

・自動車検査証
・新住所の住民票抄本

・届出済証（検査証）
・ナンバープレート

軽自動車 軽自動車検査協会
TEL 050-3816-3126

・自動車検査証
・新住所の住民票抄本
（写しでも可）

・自動車検査証
・新所有者の住民票抄本
（写しでも可）

・自動車検査証
・ナンバープレート

・自動車検査証
・ナンバープレート

↖今年はうぐいす色!!
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３月号
No. 601

文教のまち

西原町
NISHIHARA TOWN

期限切れのまま医療機関で
受診すると全額自己負担になりますので、
切替手続きは忘れずにお願いします！

【お問い合わせ】福祉部健康支援課 保健予防係 ☎945-4791
【お問い合わせ】
福祉部 福祉保険課 国民健康保険係 ☎911-9163

国民健康保険に加入していない方の
受診券について

国民健康保険に加入していない方の
受診券について

令和4年度は、下記の方を対象に健診受診券を発行します。

【お問い合わせ】総務部町民課　住民年金係　☎945-5012

～３月末になると窓口がたいへん混み合います。早めの手続きをお願いします。～

住民票の異動（変更）届は１４日以内に！

受診券の送付は4月初旬を予定しています。職場等で健診の
機会があると思われる方には受診券が送付されませんが、加
入している健康保険の種別に関係なくどなたでも上記の健診
の対象です。受診を希望される方は、お手数ですが健康支援
課までお問い合わせください。

軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車（以下「軽自動
車等」といいます。）の所有者に対して課税される税金です。
軽自動車等を友人や業者に譲渡、もしくは解体や盗難された場合は、速やかに名義変更等の手続きをお済ませ下さい。手続を行わな

い場合は、車両台帳に所有者としての登録が残ったままとなり、令和４年度分の軽自動車税が課税されることとなります。
軽自動車を解体しただけでは廃車（抹消）手続きをしたことにはなりませんので、車両の解体後は各窓口にて手続きが必要となりま

す。ご注意ください。

ただし、
・国民健康保険税を2月28日までに完納していない世帯
・福祉施設等への入所や修学のために住民登録を町外に移した方がいる世帯
（対象者の被保険者証は、窓口での切替になります。在園証明
書、または在学証明書を持参のうえ、来庁をお願いします。）

３月中旬頃に郵送される「きりかえのお知らせ」ハガキをご確
認のうえ、福祉保険課窓口まで来庁をお願いします。
期　　間：３月１５日(火)～３月３１日(木)　(土日・祝日を除く)
受付時間： 8：30 ～ 17：00　(12時から13時を除く)

国民健康保険税を2月28日までに完納した世帯については、3月中旬
から保険証を郵送（簡易書留）します。（窓口での切替手続きは不要です）

★20代30代健診 　⇒20歳から39歳の男女のうち
★子宮頸がん検診　⇒20歳以上で偶数年齢の女性のうち
★乳がん検診　　　⇒30歳以上で偶数年齢の女性のうち
★胃･肺･大腸がん検診⇒40歳以上の男女のうち
★歯周疾患検診　　⇒40歳、50歳、60歳、70歳の男女のうち

例えば…・家族の扶養に入っている方
・仕事に就いているが、職場での
健診機会がない方

職場健診などの
受診機会がない方

国保証切替のお知らせ国保証切替のお知らせ国保証切替のお知らせ

⬇

転入届・転居届　異動した日（新しい住所に住み始めた日）から14日以内に市町村（西原町では町民課）に届け出なければなりません。
転出届　転出する日までに届出をしてください。異動届を別世帯の方が届け出る場合は、本人からの委任状が必要です。
正当な理由がないのに届出をしなかった（遅れた）場合は、簡易裁判所へ通知をして、5万円以下の過料の対象になることがあります。

※一時的な就学（大学等）・就労の場合であっても、１年以上家族のもとを離れて別の場所に住む場合は住民票の異動届が必要です。
※別世帯の方（例：県外に住む家族等）が転入届出をした後に住民票を請求する場合も、本人からの委任状が必要となります。
※ご不明な点がございましたら、町民課までお問い合わせください。

◎世帯の一部の方が転居する場合は、本人からの委任状
◎通知カード
◎住民基本台帳カード・個人番号カード（保有している方のみ）
◎在留カード、特別永住者証明書（外国人住民の方）

◎届出人の本人確認ができるもの
・運転免許証
・顔写真付き住民基本台帳カード
・個人番号カード
・パスポート
・在留カード
・健康保険証等
◎別世帯の方が届出する際は委任状
◎印鑑（届出人が本人の場合は不要）

◎転出証明書（前住所地で発行された証明書）
◎通知カード
◎住民基本台帳カード・個人番号カード（保有している方のみ）
◎在留カード、特別永住者証明書（外国人住民の方）

転入届
（町内へ引越しをしたとき）
○○市　→　西原町へ

種　類

車種／排気量 抹　消 名義変更 住所変更 手続窓口／お問い合わせ
原動機付自転車
～125ｃｃ

小型特殊自動車
（ミニカー・農耕用作業）

軽二輪車
126ｃｃ～250ｃｃ

小型二輪
251ｃｃ～

個　別 共　通
届出の際に必要なもの

転出届
（町内へ引越しをしたとき）
○○市　→　西原町へ

転居届
（町内で引越しをしたとき）
上原○○番地→幸地○○番地

軽自動車等の抹消・名義変更等の手続はお済みですか？

※車種によって手続きの窓口が異なります。ご確認の上、手続きしてください。

・標識交付証明書
・印鑑
・ナンバープレート

・標識交付証明書
・新・旧所有者の印鑑
・自賠責保険証明書

※町外転出の場合
　左記抹消手続参照
※町内転居の場合
　不要

西原町役場　総務部　税務課
TEL 098-945-4729

沖縄総合事務局　陸運事務所
TEL 050-5540-2091

・届出済証（検査証）
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書
・自賠責保険証明書

・自動車検査証
・新使用者の住民票抄本
・譲渡証明書

・届出済証（検査証）
・新住所の住民票抄本
・自賠責保険証明書

・自動車検査証
・新住所の住民票抄本

・届出済証（検査証）
・ナンバープレート

軽自動車
軽自動車検査協会

TEL 050-3816-3126

・自動車検査証
・新住所の住民票抄本
（写しでも可）

・自動車検査証
・新所有者の住民票抄本
（写しでも可）

・自動車検査証
・ナンバープレート

・自動車検査証
・ナンバープレート

↖今年は


